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太田川水系中沢川 洪水浸水想定区 域図（想定最大規模）
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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使 用した。「測 量法に基づく国土地理院長承認（使 用）R 5JHs 425」　背景図は基盤地図情報を拡大して使 用しているので 、位 置精度は基図に準ずる。

※Ａ１版出 力 時は1 : 2,500、Ａ３版出 力 時は1 : 5,000

１）説明文

①　この図は 、太田川水系中沢川について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪
　　水浸水想定区域、浸水した場合に想定さ れる水深を表示した図面です。
②　この洪水浸水想定区 域図は 、作成時点の河道形状等を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水によ

　　り中沢川が氾濫した場合の浸水の状況を、シミュレーションにより予測したも のです。

③　な お、このシミュレーションの実施にあたっては 、対象河川以外の（決壊による）氾濫、シミュレーション

　　の前提とな る降雨を越える規模の降雨による氾濫、高潮及び 内水による氾濫等を考慮していま せんので、こ

　　の浸水が想定さ れる区 域以外の区 域においても 浸水が発生する場合や 、想定さ れる水深が実際の浸水深と異

　　な る場合がありま す。

２）基本事項等

①　作成主体　　　　　　　　静岡県

②　指定年月日　　　　　　　令和７年３月３１日
③　告示番号　　　　　　　　静岡県告示第255号の16
④　指定の根拠法令　　　　　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第2項 
⑤　対象とな る河川　　　　　太田川水系中沢川（実施区 間）
　　　　　　　　　　　　　　左岸：静岡県袋井市見取1795番の4地先の暮ヶ谷下橋から

　　　　　　　　　　　　　　　　　敷地川への合流点ま で

　　　　　　　　　　　　　　右岸：静岡県袋井市見取1795番の4地先の暮ヶ谷下橋から

　　　　　　　　　　　　　　　　　敷地川への合流点ま で

⑥　前提とな る降雨　　　　　太田川流域の24時間総雨量　629.5ｍｍ
⑦　関係市町　　　　　　　　袋井市、磐田市

３）その他計算条件等

①　この図は 、中沢川の県が管理する区 間で、「小規模河川の氾濫推定図作成の手引き」（令和5年7月）等に基

　　づき、越水、溢水又は 破堤した場合の氾濫が推定さ れる範囲、氾濫した場合に推定さ れる浸水深を表示した

　　図面です。

②　この図は 、中沢川の上記２）②に記載した区 間において、一定の条件で破堤さ せた時の氾濫解析計算結果を

　　基に作成したも のです。

③　氾濫計算は 、対象区 間をおよそ25m間隔の格子（計算メッシュという）に分割して、これを１単位として水

　　深を計算しているため 、微地形による影響が反映できな い場合がありま す。

④　河道の形状は 、航空レーザ測量データを使用して作成しており、水面下等一部の地形を適切に評価できな い

　　場合があるため 、氾濫した場合に推定さ れる水深が実際の浸水深と異な る場合がありま す。

⑤　浸水が想定さ れる区 域は 、氾濫計算結果から 計算メッシュごとの想定浸水位を算出し、隣接する計算メッシ

　　ュとの連続性や 連続盛土構造物（道路や 鉄道の盛土な ど）等を考慮して図化していま す。

⑥　河川部分のメッシュ浸水深を計算しな い手法であるため 、河川沿いの浸水深が無着色の箇所がありま すが、

　　河川部分も 周辺メッシュと同等の水位とな り、実際には 浸水が生じる場合がありま す。
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